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生
活
へ
の
支
援
・
介
護
が
必
要
▼
他
の
制

度
で
同
等
の
補
助
・
給
付
を
受
け
ら
れ
な

い
▼
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い

内�

▼
訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
福
祉

用
具
貸
与
…
合
計
額
の
９
割
（
上
限
７

２
、
０
０
０
円
）
▼
特
定
福
祉
用
具
の

購
入
…
９
割
（
上
限
９
万
円
）
▼
意
見

書
作
成
料
…
上
限
５
千
円

申�

問
月
初
～
７
年
３
月
31
日
に
申
請
書
と

必
要
書
類
を
市
役
所
１
階
保
健
医
療
課

に
直
接
／
☎
２
９
９
８
‐
９
３
８
５

交
通
災
害
共
済
の
会
費
が
半
額
に

　
加
入
者
の
会
費
か
ら
見
舞
金
を
支
給
す

る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。
10
月
１
日
以

降
に
加
入
す
る
場
合
は
、
令
和
６
年
度
分

の
会
費
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
方

年�

会
費
（
10
月
１
日
以
降
）　
▼
大
人
…

３
０
０
円
▼
中
学
生
以
下
…
１
５
０
円

共
済
期
間
　
７
年
３
月
31
日
ま
で

請
求
期
間
　
事
故
発
生
日
か
ら
２
年

申�

会
費
を
添
え
て
市
役
所
１
階
防
犯
交
通

安
全
課
、ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、サ
ー

ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
（
所
沢
駅
、
狭
山
ケ
丘
、

小
手
指
）
に
直
接

対�

象
事
故
例
　
▼
自
転
車
乗
車
中
に
転
ん

だ
▼
自
動
車
乗
車
中
に
追
突
さ
れ
た

問�

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
０

特
定
在
宅
高
齢
者
介
護
手
当

対�

市
内
で
要
介
護
４
以
上
の
高
齢
者
と
同

居
し
、
在
宅
で
介
護
を
し
て
い
る
方

◎
要
介
護
者
が
直
近
１
年
間
に
▼
６
カ
月

連
続
し
て
要
介
護
４
以
上
▼
入
院
、
施
設

入
所
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ど
が
月
７
泊

以
内
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

支�

給
品
　
４
万
円
（
１
世
帯
年
度
１
回
）、

在
宅
介
護
者
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業
利
用

券
２
枚

申�

問
特
定
在
宅
高
齢
者
介
護

手
当
支
給
申
請
書
を
〒
359

‐
8501
市
役
所
１
階
高
齢
者
支
援
課
に
直

接
・
郵
送
／
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
０

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

証
明
書
を
郵
送

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
年
末
調
整
や
確
定

申
告
に
必
要
な
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

ン
申
請
ま
た
は
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
10
月
31
日
㈭
ま
で

に
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

問�

同
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
‐
３
２
１
‐
４
０
４

が
ん
患
者
の
た
め
の
助
成

◆
ア
ピ
ア
ラ
ン
ス
ケ
ア
用
品

　
（
ウ
ィ
ッ
グ
・
補
整
具
な
ど
）
購
入
費

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

　
▼
市
内
在
住
▼
が
ん
と
診
断
さ
れ
現
在

治
療
中
ま
た
は
過
去
に
治
療
し
た
▼
治
療

に
伴
う
脱
毛
や
乳
房
の
切

除
な
ど
に
よ
り
ウ
ィ
ッ
グ

や
補
整
具
な
ど
を
購
入
▼

市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い

助
成
限
度
額
　
各
１
万
円

◆�

若
年
成
人
世
代
の
終
末
期
が
ん
患
者
の

た
め
の
在
宅
療
養
費
用

対
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

　
▼
対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
点
で
20
～
39

歳
で
市
内
在
住
▼
が
ん
患
者
（
医
師
が
医

学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
込
み
が
な

い
状
態
だ
と
判
断
し
た
方
）
で
在
宅
療
養

９
月
で
終
了
し
ま
し
た
。

日�

10
月
12
日
㈯
・
26
日
㈯
午
前

８
時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

場�

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
並
木
除
く
）
、
上
下
水
道
局
庁
舎

問�

経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

１
‐
１
０
８
０

リ
サ
イ
ク
ル
ふ
れ
あ
い
館
の
臨
時
休
館

　
10
月
26
日
㈯
は
電
気
設
備
点
検
の
た
め

休
館
し
ま
す
。

問�

同
館
☎
２
９
９
４
‐
５
３
７
４

９
月
30
日
㈪
に
山
口
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
移
転

移�
転
先
　
山
口
２
７
０
２
‐
１
シ
ャ
ト
ー

ル
冨
喜
１
０
１

問�

同
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２
８
‐
７
５
２
５

（
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
の
変
更
な
し
）

定
額
減
税
補
足
給
付
金（
調
整
給
付
金
）

　
対
象
者
に
確
認
書
な
ど
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
内
容
を
確
認
の
う
え
、
オ
ン
ラ
イ

市
税
の
納
期
限

　
10
月
31
日
㈭
は
市
・
県
民
税
（
３
期
）、

国
民
健
康
保
険
税
（
４
期
）
の
納
期
限
で

す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
市

HP
（

休
日
開
庁
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
休
日
開
庁
で
の
「
課
税
・
非
課
税

証
明
書
の
交
付
」「
納
税
証
明
書
の
交
付
」

「
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
」
は

お
知
ら
せ

郵�

送
時
期
（
予
定
）　
▼
令
和
６
年
１
月

１
日
～
9
月
30
月
に
納
付
し
た
方
…
11

月
上
旬
▼
6
年
10
月
1
日
～
12
月
31
日

に
今
年
初
め
て
納
付
し
た
方
…
7
年
２

月
上
旬

◎
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
電
子

送
付
を
希
望
し
た
方
を
除
き

ま
す
。

問�

▼
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５

７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４
（
０
５
０
か

ら
始
ま
る
電
話
で
か
け
る
場
合
は
☎
０

３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５
）
▼
所
沢

年
金
事
務
所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７
０

と
こ
ろ
バ
ス
ラ
ッ
ピ
ン
グ
投
票

　
市
内
の
小
学
生
か
ら
募
集

し
た
ラ
ッ
ピ
ン
グ
イ
ラ
ス
ト

の
中
か
ら
、
採
用
作
品
を
選

ぶ
投
票
を
行
い
ま
す
。

応
募
多
数
の
た
め
、

第
一
次
審
査
を
通
過

し
た
イ
ラ
ス
ト
約
50

点
を
展
示
し
ま
す
。

日�

10
月
15
日
㈫
午
後

１
時
～
29
日
㈫
正

午

場�

こ
ど
も
と
福
祉
の
未
来
館

問�

都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

と
こ
ろ
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

　
10
月
か
ら
、
と
こ
ろ
バ
ス
の
現
在
地
や

到
着
予
想
時
刻
を
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
二
次
元
コ
ー
ド

は
各
バ
ス
停
に
貼
っ
て
あ
り

ま
す
。

問�

都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

　
掲
載
情
報
は
９
月
19
日
時
点
の

も
の
で
す
。
内
容
変
更
の
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
市
HP
や
各

問
い
合
わ
せ
先
で
最
新
情

報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

市長タウンミーティング市長タウンミーティング
ご意見・ご提案お待ちしています！ご意見・ご提案お待ちしています！

▶▶会場に直接お越しください。会場に直接お越しください。
▶会場が満員になった場合、お入りいただ
けないことがあります。

▶お子様同伴での入室ができます。
▶お子様（１歳から就学前）の一時預かり
があります（定員に達した場合はお断り
することがあります）。

▶会場へは公共交通機関をご利用ください。

　市長が皆さまからのご意見や思いなどを伺う場、
第12回「市長タウンミーティング」を開催します。
　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」
皆さまのご参加をお待ちしています。
日10月5日㈯午後2時〜3時30分（1時30分開場）
場市役所8階大会議室

対市内在住・在勤・在学の方
問市民相談課☎2998-9092 FAX2998-9041

◆テーマ：自治会・町内会

◎◎11月からは各まちづくりセンターを会場とする予定です。11月からは各まちづくりセンターを会場とする予定です。

14

もっと！

柳瀬
問柳瀬まちづくりセンター☎2944-2113

▶東所沢駅周辺の賑わいと、自然と
歴史に恵まれた人情味のある地域

▶まちづくり協議会が、「パークゴル
フ」や「遺産認定事業」「柳瀬スタ
ンプラリー」など、地区の魅力発
信のため、活発に活動中

～会報「さんらいず」の刊行～～会報「さんらいず」の刊行～
んらいず」は、柳瀬地区まちづくり協議会・広報委
員会が年２回発刊している会報です。協議会の活動
報告や、地区内の事業所、地域で活躍する人物をク

ローズアップしています。特に表紙には力を入れており、地
域のおすすめスポットを掲載することで、目で見ても楽しめ
る工夫をしています。
　連載中の「柳瀬探訪」では、
地区の概要や歴史的な建造物な
どを解説。地元の人でも知らな
いことが書かれていて興味深い
と、好評のコーナーです。
　これからも、柳瀬地区の秘め
た魅力を伝えていきます。

「さ

“住んでよかった”が増えていく。
このまちが“もっと”好きになる。

ここを紹介！

◎「さんらいず」は同センター窓口
で配布しています。

着
物
、
和
装
小
物
、
帯
な
ど
を
有
償

頒
布
す
る
イ
ベ
ン
ト

ヒ
ン
ト
・
５
面�

応
募
方
法
は
15
面

リ
ユ
ー
〇
今こ

ん

昔じ
ゃ
く

き
も
の
市


